
随意契約

担当課の名称

及び所在地

総務企画部会計課

横浜市中区山下町 消費税抜き

70－7 神奈川県横浜市中区日本大通33

日本赤十字社会計規則第36条第4項に定める
「競争に付すことが不利と認められるとき。」に
該当するため。

1
社屋中長期修繕計画に基づく
令和4年度に実施する諸工事の
設計・工事監理、技術支援業務委託

令和4年5月24日

一般社団法人
かながわ土地建物保全協会 1,400,000円

随意契約締結状況

（令和4年5月）

通番 物品等又は役務の名称及び数量 随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所
随意契約に係る
契約金額

随意契約によることとした理由
その他必要な事
項（備考）


